
CAD/CAMブリッジの期中保険適用について 

 

2026 年（令和８年）５月29日（金）付にて「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基

準）の一部を改正する件」（厚生労働省告示第232号）が公布され，CAD/CAMブリッジが期中保険適

用されましたのでお知らせいたします。 

保険適用の概要は以下の通りですが，2028年（令和10年）６月予定の次期診療報酬改定までの

準用であり，次期改定において改めて技術評価されることになりますのでご留意下さい。 

 

【期中保険適用の概要】 

Ⅰ．保険適用日 

2026年（令和８年）６月１日（月） 

Ⅱ．材料名 

１．KZR-CADファイバーブロック シンボー 

※企業名はYAMAKIN株式会社 

Ⅲ．準用技術点数，材料価格等について 

１．準用技術点数 

3,000点（M017-2 高強度硬質レジンブリッジ） 

２．KZR-CADファイバーブロック シンボーの保険償還価格 

11,700円 

Ⅳ．主な留意事項 

１．診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項より 

（１）CAD/CAMブリッジ用材料との互換性が制限されない歯科用CAD/CAM装置を用いて，作業模型

で間接法により製作された歯冠補綴物（CAD/CAMブリッジ）は，第二小臼歯又は第一大臼歯の

１歯中間欠損部に対するポンティックを含む，３歯ブリッジに該当する場合に，本区分の所

定点数を準用して算定する。 

（２）高強度硬質レジンブリッジに準じて算定する。 

（３）CAD/CAMブリッジに係る治療は，以下のいずれにも該当する歯科医療機関において実施すること。 

①歯科補綴治療に係る専門の知識及び３年以上の経験を有する歯科医師が１名以上配置され

ていること。 

②保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されている場合は，歯科技工士を配置している

こと。 

③保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていない場合は，当該装置を設置している

歯科技工所との連携が図られていること。 

２．特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項より 

（１）CAD/CAMブリッジ用材料を第二小臼歯又は第一大臼歯の１歯中間欠損部に対するポンティッ

クを含む，３歯ブリッジに使用した場合に限り算定できる。 

（２）CAD/CAMブリッジ用材料を使用した場合は，製品に付属している使用した材料の名称及びロ

ット番号等を記載した文書（シール等）を保存して管理すること（診療録に貼付する等）。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【引用資料】 

１）「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部を改正する件」（2026.5.29付，厚労省告示第232号） 

２） 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について （2026.5.29付，厚労省

保険局歯科医療管理官通知） 

３）医療機器に係る保険適用決定区分及び価格（2026.5.13付，中央社会医療保険医療協議会第650回総会資料） 


